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悪天候のため１日遅れで開催された運動会でしたが、たくさんの保護者の方に来校いただきまし  

た。当日は、子供たちの練習の成果をご覧いただけたことと思います。学年の発達段階に応じて、か

わいらしさや楽しさ、力強さを存分に体で表現できたのではないでしょうか。子供が一生懸命に走っ 

たり演技したりする姿は胸を打つものであると改めて感じさせられた一日でした。 

今年は全校が一堂に会しての実施としました。低学年の子供たちに、高学年の表現や係活動での

活躍を見て学んでほしいと思ったからです。この経験を、それぞれの学年が今後の学校生活に生か

していけるよう支援してまいります。用具や体操服の準備、当日のお弁当の用意等、保護者の皆様の

ご協力に感謝申し上げます。また、おやじの会の皆様にも早朝から大変お世話になりました。いつも

ありがとうございます。 

前日準備では６年生の活躍が光りました。翌日の天候に不安がある中でも、全校のためにと意欲

的に活動する６年生の姿はとても頼もしいものでした。「行事を通して子供を育てる」と言われますが、

私は、当日を迎えるまでの計画や準備での頑張りこそが、子供に力を付けさせる機会であると思ってい

ます。高学年を中心として、行事等の実施にあたっては、そこに至るまでの過程を大切にしていきます。  

暑い時期に入ります。子供たちの体調管理と共に、保護者の皆様、地域の皆様も体調にはくれぐれも

ご留意いただき、今後も子供たちのご支援をお願いします。



お知らせとお願い 

 

 

【６月】    

２日（月） 前期教育相談期間（～２７日） １３日（金） おおぞらげんき交流会 

 クラブ活動 １６日（月） クラブ活動 表現運動発表会壮行会 

３日（火） 2・3 年歯科検診 6 年プール清掃 １７日（火） 特別日課 

４日（水） セーフティーウォッチャー紹介の会 １８日（水） ４年表現運動発表会 

６日（金） 桜ケ丘特別支援学校との交流 ５年歯科検診 １９日（木） ４・６年歯科検診 

９日（月） 水泳学習開始 5 年移動教室 1 日目 ２０日（金） 学習参観・引渡し訓練 

１０日（火） 1 年・おおぞら歯科検診 5 年移動教室 2 日目 ２３日（月） 委員会活動 

1１日（水） 5 年移動教室最終日   

１２日（木） 全校 5 校時日課   

 

◆ 安全な登下校の仕方、自転車の乗り方について学びました 

４月３０日（水）に１年生と４年生が交通安全教室を行いました。１年生は安全な交差点の渡り方、 

４年生は自転車の乗り方などを学びました。 

桜木小の周りは細い道が多く、抜け道のため車も多く走っています。普段から交通事故に対する

意識を高めるよう学校では指導しております。ご家庭でもご協力をお願いいたします。 

 

●運動会等で撮影した映像や写真の取り扱いについて 

運動会等で、ビデオ撮影した映像や写真は、写っている人に無断でインターネット上の動画共有

サービス等に投稿することがないように、くれぐれもよろしくお願いします。 

●理数サポーターの勤務について 

今年度も算数と理科の学習を充実させるため、理数サポーターとして が本校に配属とな

ります。算数の個別指導や理科の実験のサポート等をしていきます。 

● 熱中症予防について 

これから気温が上昇し、熱中症になりやすい気候となってきます。多量の汗をかき、軽い脱水症

状のときは喉の渇きを感じにくくなるため、「暑さ指数」の計測を行いながら、屋外での活動を制

限したり、こまめに水分補給をしたりするよう指導していきます。 

なお、水筒に水やお茶、スポーツドリンク（水で薄めることをお勧めします）を入れて持たせる、

吸湿性・通気性のよい服装にするなど体調管理にご配慮ください。 

●給食費・学校徴収金の口座振替のお知らせ 

６月 25 日（水）は、給食費・学校徴収金の口座振替日です。登録口座の残高を確認し、振替日 

前日までに、必要な金額をご用意ください。引き落としができない場合、７月１５日（火）に再振替

を行います。 

再振替でも引き落としができない場合、金融機関等での支払いとなりますのでご注意ください。 

（給食費は納付書、学校徴収金は振込依頼書を配付します。学校徴収金は振込手数料が必要

です。） 

（学校給食費に係るお問い合わせ 市教委保健体育課 電話 245-5909） 

（学校徴収金に係るお問い合わせ 本校 教頭 電話 231-2101） 


